
 
 

令和 6 年 4 月吉日 

組合員 各位 

大阪室内装飾事業協同組合 

理事長 大石 伸二 

 

「第 70 回通常総会」「創立 70 周年記念懇親会」 

開催のご案内 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は組合事業に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

  さて、当組合は本年創立 70 周年の佳節を迎えることとなりました。創立以来多事多難を 

克服して今日を迎えることが出来ましたことは、ひとえに組合員の皆様の温かいご支援の 

賜物と心より厚く御礼申し上げます。 

つきましては第 70 回通常総会」ならびに「創立 70 周年記念懇親会」を下記の通り開催 

致しますので、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席願い 

たくご案内申し上げます。 

総会に出席いただける方は別紙出席票を、欠席される場合は、議決権行使書又は委任状に 

必要事項をご記入・捺印の上、5 月 10 日(金)までに組合へＦＡＸにてご返送下さいます 

ようお願い申し上げます。   

                                                        敬 具 

開催日時  令和 6 年 5 月 24 日（金） 総 会 PM 3:00～4:30 

                      懇親会 PM 5:00 開演 

     開催場所  ホテル日航大阪 （大阪市中央区西心斎橋 1-3-3 ℡ 06-6244-1111） 

                                              総 会  7 階「 フォンタナ 」 

                              懇親会 32 階「 スカイテラス」 

なお、添付の議案書は総会当日の資料としても使用致しますので、お手数ながら 

当日ご持参下さいますようお願い申し上げます。 

※ 懇親会は着席ディナースタイルで行ない、配席表をご用意させていただきますので 

当日のご人数変更やキャンセルは極力控えていただきますようお願い申し上げます。 

※ 総会当日、組合事務所は午後から休業とさせていただきますので、ラベルの発行・ 

発送業務は午前中のみとなります。 

 



FAX 06-6448-2667    大阪室内装飾事業協同組合宛 

             出席票・議決権行使書・委任状 

総会/懇親会ご出席の場合 

1. 出席票 

  令和 6 年 5 月 24 日(金)開催の第 70 回通常総会に 出席 いたします。 

                               創立 70 周年記念懇親会に（ 出席/欠席 ）いたします。 

組合員社名                        

   

  出席者ご芳名                役職名                 

 

  出席者ご芳名               役職名                             

ご欠席の場合  2.議決権行使書 3.委任状 のどちらかに記名・捺印をお願いします 

2. 議決権行使書 

  令和 6 年 5 月 24 日開催の第 70 回通常総会に出席できないため、本総会の各議案について次の 

通り議決権を行使いたします。なお、賛成・反対のいずれにも〇印のない場合は棄権したもの 

としてお取り扱い下さい。 

  第 1 号議案 令和 5 年度 事業報告の承認に関する件                   [ 賛成・反対 ] 

  第 2 号議案 令和 5 年度 会計報告及び剰余金処分(案)の承認に関する件 [ 賛成・反対 ]  

  第 3 号議案 令和 6 年度 事業計画(案)に関する件                      [ 賛成・反対 ]  

  第 4 号議案 令和 6 年度 収支予算(案)に関する件                      [ 賛成・反対 ]  

  

          組合員社名                              ○印  

                氏 名                          

 

3. 委任状 

     私儀、            を代理人と定め、令和 6 年 5 月 24 日開催通常総会の 

     決議に関する一切の件の権限を委任します。 

※代理人が記載されていない場合は、議長に委任されたものとして取り扱います。 

         組合員社名                                                ○印  

氏 名                                

    【定款第 37 条】 組合員はあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権 

を行使することができる。この場合は、その組合員の親族もしくは常時使用する使用人 

又は他の組合員でなければ代理人となることができない。 

 


